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種別

身体 19,674 （7.1現在） 1,130 （6末現在） 79 （6末現在）

知的 4,123 （7.１現在） 2,050 （6末現在） 971 （6末現在）

精神 4,065 （8.１現在） 783 （6末現在）

手帳保持者
総合支援法

サービス受給者数
児童福祉法

サービス受給者数
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都立特別支援学校 

 鹿本学園（江戸川 ＋小岩 知的小中 身体小中高） 

 白鷺特別支援学校（知的中・高→知的高） 

 

区立特別支援学級 

 知的（21） 視覚（3） 聴覚（3） ことば（3） 情緒（13） 
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 区立施設 

 生活介護 ５施設 

 就労継続Ｂ型 ３（分室１） 

 就労移行 １ 

 自立訓練 
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社会福祉法人 東京都知的障害者育成会が、江戸川区から委託されて
運営しています。（指定管理） 
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 共同生活援助 

 生活介護 

 地域活動支援センターⅡ型 

 土日、トワイライト（地活Ⅱ型） 

 短期入所 

 日中一時支援 

 指定特定相談支援事業 

 指定障害児相談支援事業 
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 共同生活援助（介護サービス包括型） 

  利用定員 7名（男女） 

  通過型→3年間の有期限 
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通所 

 ・日中支援（生活介護、地活Ⅱ型） 

  1日20名（祝日も開所） 

 ・トワイライト（地活Ⅱ型） 

  16：00～19：00 

  夕食、入浴サービスの提供 

 ・土、日 

  9：00～15：00 

  日中活動、入浴サービス 

   トワイライト、土日利用は年1回の抽選（26年度） 

   身体 3回／月    40枠  申込    59名  倍率1.47 

   知的 １回／月   144枠  申込 221名 倍率1.53 
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 指定特定相談支援事業 

 指定障害児相談支援事業 

 26年4月開始  

 

区内の相談事業所で 

「江戸川区相談事業所連絡会」を組織している 

月１回の開催 情報共有 合同研修等 

区主催の「相談事業所連絡会」もある 
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日中一時支援 
  地域活動支援Ⅱ型 
  ４床（身体２名 知的２名） 
  9:00～20:00 
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 短期入所（福祉型）         

   16床（うち２床 緊急枠） 

     緊急短期入所体制確保加算で 

     ２床の緊急枠を確保 

    

   対象 身体・知的・障害児 

       （医療的ケアは行わない） 

 

   単独型事業所 

 

   25年度の利用率 93.54％ 
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・短期入所 

   月 5日間  年間60日 

   予約は  利用日 1か月前の12：30 

     

 ・非常時緊急       

   緊急時の受け入れ枠   

   利用日の前日、当日の緊急 

 

 ・利用日数の制限     ７日/月→5日/月 

 

 ・利用契約者数    1,066人（平成26年7月） 

 

 

19 



＜全体合計＞（月別延べ人数）

月別 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

短期入所 329 350 319 346 358 332 342 322 354 362 313 360 4087
緊急短期 16 33 9 14 21 21 27 32 32 44 9 31 (289)

合計 329 350 319 346 358 332 342 322 354 362 313 411 4087

平成25年度の延べ利用人数  4,087人 
 

（内訳）

児童 903 22%

知的 2,086 51%

身体 1,098 27%

合計 4,087 100%
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＊児童

月別 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

短期入所 97 82 80 84 91 61 72 60 82 76 52 66 903
緊急短期 (2) (10) (0) (0) (0) (3) (18) (2) (2) (22) (3) (0) (62)

合計 97 82 80 84 91 61 72 60 82 76 71 93 903

＊知的障害者（主たる障害）

月別 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

短期入所 149 176 147 149 188 198 190 157 183 189 173 187 2086
緊急短期 (5) (14) (2) (7) (19) (18) (9) (13) (26) (8) (6) (26) (153)

合計 149 176 147 149 188 198 190 157 183 189 185 204 2086

＊身体障害者（主たる障害）

月別 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

短期入所 83 92 92 113 79 73 80 105 89 97 88 107 1098
緊急短期 (9) (9) (7) (7) (2) (0) (0) (17) (4) (14) (0) (5) (74)

合計 83 92 92 113 79 73 80 105 89 97 91 114 1098
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＊障害程度区分
＜児童＞

区分１ 区分２ 区分３ 合計

知的 34 83 645 762

身体 13 86 422 521

合計 47 169 1067 1283

＜成人＞

区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 合計

知的 4 142 245 841 606 387 2225

身体 0 4 50 100 234 745 1133

合計 4 146 295 941 840 1132 3358
日中一時利用含 

＊年代別利用状況

身体 知的 合計

18歳未満 516 767 1283

１８・１９歳 3 284 287

２０代 392 885 1277

３０代 294 621 915

４０代 236 396 632

５０代 195 15 210

60歳以上 13 24 37

合計 1649 2992 4641

22 



児童 身体 知的 計 児童 身体 知的 計 児童 身体 知的 計 児童 身体 知的 計 児童 身体 知的 計 児童 身体 知的 計 児童 身体 知的 計

17 19 45 81 15 20 36 71 19 19 39 77 19 21 41 81 13 18 37 68 15 23 40 78 231 236 453 920

72 80 190 342 60 105 157 322 82 89 183 354 76 97 189 362 52 88 173 313 66 107 187 360 936 1091 2060 4087

緊急一時 50 65 142 257 51 69 135 255 61 72 147 280 49 80 149 278 47 85 142 274 51 90 123 264 729 878 1632 3239

レスパイト 4 15 39 58 7 19 9 35 19 13 10 42 5 3 32 40 2 3 25 30 15 12 38 65 145 139 275 559

非常時緊急 18 0 9 27 2 17 13 32 2 4 26 32 22 14 8 44 3 0 6 9 0 5 26 31 62 74 153 289

（非緊人数） 2 0 2 4 1 4 2 7 1 1 5 7 6 3 1 10 3 0 3 6 1 5 1 7 18 20 31 69

11.0 10.7 11.4 11.7 11.2 11.6

累計

項目

利用人数

利用日数

内

訳

人：1日当り

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月短期入所

児童 身体 知的 計 児童 身体 知的 計 児童 身体 知的 計 児童 身体 知的 計 児童 身体 知的 計 児童 身体 知的 計

24 21 32 77 21 17 38 76 21 20 35 76 23 22 33 78 26 19 37 82 18 17 40 75

97 83 149 329 97 85 168 350 81 92 146 319 84 113 149 346 106 79 173 358 63 73 196 332

緊急一時 89 64 123 276 74 73 124 271 64 73 135 272 65 91 129 285 79 53 137 269 49 63 146 258

レスパイト 6 10 21 37 13 3 30 46 17 12 9 38 19 15 13 47 27 24 17 68 11 10 32 53

非常時緊急 2 9 5 16 10 9 14 33 0 7 2 9 0 7 7 14 0 2 19 21 3 0 18 21

（非緊人数） 1 2 2 5 2 2 2 6 0 1 1 2 0 1 3 4 0 1 5 6 1 0 4 5

11.0 11.3 10.6 11.2 11.5 11.1

項目

利用人数

利用日数

内

訳

人：1日当り

短期入所 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
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２１０ 

２１１ 

相 
談 

３１１ ３１２ ３１３ ３１４ 

２０９ ２０８ 
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 設備が整っていない 

 知識が足りない 

 緊急時の対応がわからない 

 情報が少ない 

 

重度利用者受け入れ・・・でも・・・ 
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 ソフト面の整備 

 多機能施設の利点を生かして 

 ①事前聞き取り（契約） 

  利用前の聞き取り 

 ②他施設からの情報収集 

 ③トワイライト（地活Ⅱ型）利用との重複 

 ④摂食・嚥下委員会 

 ⑤支援連絡会・看護師連絡会・栄養士連絡会等 
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①事前聞き取り、 

  契約時、台帳作成 

  

  利用時にも聞き取り。支援員、看護師。 

 

 ブランクがある方に関しては、再聞き取りを行う。 

  前回利用時と本人の状況が変わっている方もいる。 

 

 利用当日、医ケアやってますという方もいる。可能な範囲で受け入れざるを得ない場合も
ある。救急搬送などの了解を得る。 
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②他施設からの情報収集 

 

 通常利用施設、学校へ情報提供の依頼。 

  利用者（ご家族から）情報提供の同意書を頂いている。 

 

  各施設、学校協力的。日中通所される方もいるので、お互いの情報の共有は必要。 
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③トワイライト（地活Ⅱ型）利用者の方の利用 

 

 トワイライトは（地活Ⅱ型） 1年間の利用 区内施設利用者の方から次年度の利用希望曜日の
申込をしていただき、抽選にて利用者を決定。 

 

 身体は月3回、知的は月1回の利用。利用希望者は年々増加。抽選に外れると利用に添えない
方もいる。 

 

 利用前に、各施設から本人の状況のフェイスシートをいただく。施設に訪問し、本人の状況を見
に行くことがある。 

 

 トワイライトを利用していることで本人の情報を施設で供用できるのは大きな利点。 
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 ここにＴＷＬ利用者情報表 

 

41 



 区摂食・嚥下委員会 

  摂食・嚥下診断 

  区内施設職員向け研修の企画 

  摂食・嚥下の基礎知識（冊子）の活用 

  情報交換  

口腔保健センターの協力体制 
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 摂食・嚥下の基礎知識の画像 
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施行年  法 名 

2012年 障害者虐待防止法 

2013年 障害者優先調達推進法 

2013年 障害者総合支援法 

2013年 障害者雇用促進法 

2013年 障害者差別解消法 
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